
 

【連携手続きフローチャート】  

 

 

          

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①新たな施設と連携する 

②協定内容を変更する 

③施設類型・名称変更をする 

④解除する 

連携元が協定書（案）を 

作成、連携先に内容の 

確認を依頼 

事前協議結果通知書の 

発出（郵送） 

結果通知書を受取後、協定書

に調印 

 

 

  

連携施設設定届出書（様式 3） 

・協定書（調印済写し）を 

幼保企画課に提出 

 手続き終了 

連携元が施設類型・名称を変更した 

協定書を作成、連携先に内容の確認を

依頼・調印。調印する日付は 

必ず連携先の変更が生じた日 

①もしくは② 

③ 
※内容に変更がある場合 

②のフローになります 

連携施設事前協議書（様式 1）

を幼保企画課に提出 

④ 

確認後、連携元が連携施設事前 

協議書（様式 1）と協定書（案）を 

幼保企画課に提出 

修正なし 

修正あり 

※連携元へ修正依頼

へ 


